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○

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
大
蔵
省
令
第
十
号
）

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後

欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
条
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

（
信
用
協
同
組
合
等
の
子
会
社
の
範
囲
等
）

第
四
条

［
略
］

第
四
条

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

法
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ロ
又
は
第
四
条
の
四
第
二
項
第
二
号
に
規
定

５

［
同
上
］

す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
（
信
用
協
同
組
合
に
あ

っ
て
は
、
第
十
九
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
及
び
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
に

準
ず
る
も
の
と
し
て
第
三
十
八
号
に
基
づ
き
定
め
ら
れ
た
業
務
並
び
に
附
帯
す

る
業
務
を
除
く
。
）
と
す
る
。

［
一
～
十
四
の
二

略
］

［
一
～
十
四
の
二

同
上
］

十
四
の
三

他
の
事
業
者
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換

十
四
の
三

他
の
事
業
者
の
事
業
の
譲
渡
、
合
併
、
会
社
の
分
割
、
株
式
交
換

、
株
式
移
転
若
し
く
は
株
式
交
付
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に

若
し
く
は
株
式
移
転
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
、
又
は
こ
れ
ら
に
関
し
仲
介
を

関
し
仲
介
を
行
う
業
務

行
う
業
務

［
十
五
～
三
十
九

略
］

［
十
五
～
三
十
九

同
上
］

［
６
～

略
］

［
６
～

同
上
］

13

13

（
役
員
の
説
明
義
務
）

第
十
二
条
の
三

法
第
五
条
の
五
又
は
第
五
条
の
六
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法

［
条
を
加
え
る
。
］
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第
三
百
十
四
条
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合

と
す
る
。

一

組
合
員
又
は
会
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に

調
査
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
場
合
（
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）

イ

当
該
組
合
員
又
は
会
員
が
総
会
の
日
よ
り
相
当
の
期
間
前
に
当
該
事
項

を
信
用
協
同
組
合
等
に
対
し
て
通
知
し
た
場
合

ロ

当
該
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
た
め
に
必
要
な
調
査
が
著
し
く
容
易

で
あ
る
場
合

二

組
合
員
又
は
会
員
が
説
明
を
求
め
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
す
る
こ
と
に

よ
り
信
用
協
同
組
合
等
そ
の
他
の
者
（
当
該
組
合
員
又
は
会
員
を
除
く
。
）

の
権
利
を
侵
害
す
る
こ
と
と
な
る
場
合

三

組
合
員
又
は
会
員
が
当
該
総
会
に
お
い
て
実
質
的
に
同
一
の
事
項
に
つ
い

て
繰
り
返
し
て
説
明
を
求
め
る
場
合

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
組
合
員
又
は
会
員
が
説
明
を
求
め
た
事

項
に
つ
い
て
説
明
を
し
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
表
示
す
る
方
法
）

第
十
七
条

次
に
掲
げ
る
規
定
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に

第
十
七
条

［
同
上
］

掲
げ
る
規
定
の
電
磁
的
記
録
（
法
第
五
条
の
七
第
二
項
に
規
定
す
る
電
磁
的
記

録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
紙
面
又
は
映
像
面
に
表
示

す
る
方
法
と
す
る
。

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

法
第
十
二
条
第
一
項
第
九
号

四

法
第
十
二
条
第
一
項
第
八
号
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五

［
略
］

五

［
同
上
］

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


